
― 指定構造計算適合性判定機関設置のお知らせ ―  

 

０．構造計算適合性判定について 

 ①概 要 
平成１８年６月２０日の建築基準法の改正によって、高度な構造計算を要する高さ 20m を超え
る鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上等の建築物については、都道府県知事又は指定構

造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務づけられました。 
 
 
 
 
 ②構造計算適合性判定を要する建築物について 
  構造計算適合性判定の対象となる建築物としては、改正建築基準法第 20条第 2号において、 
  ・高さが 13ｍ又は軒の高さが 9mを超える木造の建築物 
  ・地階を除く階数が 4以上である鉄骨造の建築物 
  ・高さが 20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物 
  等を規定しています。このほか、これらに準ずる建築物を政令、告示において規定しています。 
また、建築物の構造、規模等にかかわらず、 

  ・許容応力度等計算、保有水平耐力計算又は限界耐力計算（これらと同等以上に安全性を確かめ

ることができる構造計算を含む。）を行ったもの 
  ・上記の構造計算又は許容応力度計算で、大臣認定プログラムによるもの 
については、構造計算適合性判定を要することとなります。 

 
１．指定構造計算適合性判定機関の指定 

  当センターは、改正建築基準法第１８条の２に基づき「指定構造計算適合性判定機関」として平

成１９年６月８日に指定を受けました。           ※業務の開始日:平成１９年６月２０日 

 
２．当センターの判定業務の範囲 

福岡県内に建築する建築物で、構造計算適合性判定を要するもののうち、限界耐力計算、時刻歴

応答解析などの性能規定による構造計算方法を除くものを対象として判定を行います。 
詳しくは下記のとおりです。 
法第 6条第 5項、法第 6条の２第 3項及び法第 18条第 4項の構造計算適合性判定を要する建築物。

ただし、限界耐力計算なるいは限界耐力計算と同等以上であるとして国土交通大臣が定める基準に従っ

た構造計算のうち知事が告示するものによって構造計算が行われた建築物を除く。 
 
４．申請図書の追加提出のお願い 

  旧プログラムを使用して構造計算された建築物についても、「電子媒体（CDR）」の提出をお願い
いたします。 

 

建築主 
建築主事又は 

指定確認検査機関 

【知事又は指定構造計算適合性判定機関】 

構造計算適合性判定員等による審査 
建築確認 

申請 判定依頼 

判定結果 

（財）福岡県建築住宅センター 



 
５．事前相談について 

① 相談内容： 
事前相談は、抽象的な事項ではなく、計画中の建築物の構造設計について、設計者の考え方を

具体的に示していただき、その考え方が適切か不適切かを確認していただくことを目的としてい

ます。 
  ・福岡県内に建築する建築物に限ります。 
  ・構造計算に関する工学的判断を要するものに限ります。 
② 相談方法： 
・建築主・設計者は、建築主事又は指定確認検査機関に相談内容を提出してください。 
・相談内容は、「事前相談書（指定様式）」及び図面等により２部作成してくだい。 

  ・当センターより、電話又は面談にて相談内容についての確認を行わせていただきます。 
③ 相談に要する期間： 当センターの受理日から 21日間を予定しています。 
④ 費 用： 相談は無料ですが、別途実費（郵送料：往復）は建築主・設計者の負担となります。 
 

＜事前相談の流れ＞  

建築主・設計者 建築主事・指定確認検査機関 (財)福岡県建築住宅センター

提出

回答

相談資料の提出
（指定様式等にて

2部作成）

受 付
（相談資料：2部）

受 理
（相談資料：2部）

回答書の作成
受 取

（回答書＋相談資料1部）
回 答

設計者へヒアリング

（電話又は面談）

 

 

 

財団法人福岡県建築住宅センター構造判定部  ℡092-737-8116 Fax092-737-8060 

〒810‐0001福岡市中央区天神 1丁目 1番 1号アクロス福岡東オフィスビル 5階 


